
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８期受講生 募集！！

  

                       

                             

                             

 

                             

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                

 

 

 

 
認知症や知的障がい、精神障がい等により、判断能力が十分でない方が、 

住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らすことができるよう、身近な市民の 

立場から成年後見活動を行う「市民後見人」。 

 本講座は、「市民後見人」になるために必要な心構えや知識等について学びます。                 

                                  

開催期間：令和 8 年9 月～１２月（全１２回） 

開催場所：中津市教育福祉センター他 

 

□対 象 者：中津市在住または在勤する２０歳以上の方で成年後見制度および 

福祉活動に理解と熱意のある方 など 

□内  容：成年後見制度・福祉関係制度・各種法律・申立て手続きなどの 

実務・実習 など 

□定員 20 名 

□受講料 無料 

 

 

 

 

 

※詳細については下記までお問い合わせください。 

本会ホームページでもご案内しております。 

 

 

※成年後見制度とは‥障がいや認知症等によって、日々の生活に必要な手続きや金銭の取り扱い、自分の

財産の管理などができない場合、その人がその人らしく安心して暮らせるように本

人の『代理人』となって生活を支える制度です。                                  

市民後見人の活躍が 

期待されています                 

【問合せ・申込先】  

〒８７１－００２１ 中津市沖代町１‐１‐１１ 教育福祉センター内 

中津市社会福祉協議会 生活支援課 権利擁護支援係  

ＴＥＬ 2６-１２３７  FAX ２４‐７６８２ 

【申込方法】   

別紙申込用紙を持参もしくは郵送にて提出 

（※申込用紙は市役所または社協の窓口に設置しております。また、ホームページから

もダウンロードできます。） 

 

申込期間：令和８年 7 月 31 日(金)まで  

＊郵送の場合は当日消印有効 

 


